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仙台河川国道事務所鳴子国道維持出張所は、国道47号の国道４号交差点から

山形県境までの維持管理を行っています。

鳴子国道維持出張所のホームページはこちら ↓

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/naruko/

（1)こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と

安全な横断方法の実践

（２）歩行者優先意識の徹底と

「思いやり・ゆずり合い」運転の励行

（３）自転車・電動キックボード等利用時の

ヘルメット着用と交通ルールの遵守
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✿国土交通省 鳴子国道維持出張所

TEL:０２２９－８４－７５７５

●国道４７号（大崎市古川４号交差点～山形県境）

✿宮城県北部土木事務所 TEL:０２２９－９１－０７３４

●国道１０８号花渕山バイパス

●国道１０８号（大崎市鳴子温泉４７号交差点～秋田県境）

●国道３４７号（山形県境～大崎市古川４号交差点）

●国道４５７号（色麻町・大衡村境～大崎市・栗原市境）

今年度は雪が少なく、冬でも動物の活動が例年に比べて

活発でした。 春の訪れとともに、より一層盛んになることから

道路を横断中に車と衝突する動物の増加が考えられます。

走行時には、道路を横切る動物にご注意くださいますよう

お願いいたします。

様から
感謝状を頂きました！！

令和６年２月１３日（火）、鳴子国道維持出張所が長年にわたり、積極的に

交通安全活動に協力したとして、鳴子警察署から感謝状が授与されました。

国道４７号の交通安全対策事業、日々の維持・管理を通じて、

道路利用者の皆さまが安全に通行できるよう努めてきたことが、

今回の感謝状授与につながったと感じています。

快適な道路空間確保のために

努めて参ります

今後も、道路を利用する全ての皆さまの安全・安心のために

国道４７号の維持・管理に努めて参ります。ありがとうございました。

今年は暖冬傾向にありましたが、

気候の急変により、まだまだ積雪となる

可能性もございますので、冬タイヤの

交換につきましては、慎重に実施

いただきますようお願いいたします。


